
平成６年度まで 

評価額は地価公示

価格の２～３割程度

でした。 

地価の下落 

課 税 標 準 額 

評 価 額 

地価公示価格等 

平成２６年度から、 

住宅地の場合、評価額に１／６または   

１／３の特例率を適用した額（負担水

準）の１００％に達すると課税標準額は

据え置きになり、１００％を超えると引き

下げとなります。２０％未満の場合は２

０％相当額になります。 

税制改正 
税負担の均衡化促進のため、課税標準額

の計算方法が変わりました。 

課税標準額は、毎年、緩やかに引き上

今後も、地価が下落すると仮定した場合。 
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（ 年 度 ） 平成６年度 平成？年度 平成１８年度 

平成６年度より、評

価額は地価公示価

格の７割程度とする


